
特定事業主行動計画　実施状況等（令和元年度（2019年度））

１．職員の勤務環境に関するもの

目標１

（1）～(3）の取組を通じて、育児休業の取得率について、男性５％、女性１００％とする

　　→　女性は100％であるが、男性は未達成（０人）である。

（1）妊娠中及び出産後における配慮

令和元年度
達成状況

①
母性保護及び母性健康管理の観点から設けら
れている特別休暇等の制度について周知徹底
を図る

達成

②
出産費用の給付等の経済的支援措置について
周知徹底を図る

達成

③
妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分
担の見直しを行う

達成

④
妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、
深夜勤務及び時間外勤務を原則として命じない
こととする

達成

（2）子どもの出生時における父親の休暇の取得の促進

令和元年度
達成状況

①

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切に
し、子どもを持つことに対する喜びを実感すると
ともに出産後の妻を支援するため、妻の出産並
びに産後期間中等の育児参加休暇及び育児休
業等の取得促進について周知徹底を図る

達成

（3）育児休業等を取得しやすい環境の整備等

令和元年度
達成状況

①

育児休業、育児短時間勤務又は部分休業に関
する資料を通知・配布し、制度の周知を図るとと
もに、特に男性職員の育児休業等の取得促進
について周知徹底を図る

達成

②
休業中の経済支援や人事給与への影響等につ
いて情報提供を行う

達成

①
育児休業の取得の申出があった場合、事例ごと
に当該部署において業務分担の見直しを行う

達成

②
育児休業等の取得について、職場全体及び部
署内の意識改革を進め、取得しやすい雰囲気を
醸成する

努力

①
育児休業中の職員に対して、通達等の送付等を
行う

達成

②
復職に際して、休業中の業務の動き等の説明を
行うとともに、研修その他必要な支援を行う

達成

ア　育児休業等の周知

令和元年度部分休業取得者２名
「子育てハンドブック」を作成

個別に対応している

イ　育児休業等を取得しやすい雰囲気の醸成

所属長が主となり業務分担・引継は実施さ
れている

女性は100％取得しているので取得しやす
い雰囲気と言えるが、男性職員も取得しや
すい雰囲気づくりが課題（男性０％）
女性の平均取得期間は長くなっている
令和元年度中育休者　７名
平均取得期間：２年２月（昨年度２年３月）

ウ　育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

実施済

復職時に業務の打合せ、引き継ぎ等を実
施
これまでの業務の経緯等がわかるようより
詳細な引き継ぎ等を実施していく

実施

項目 実施内容、今後の課題等

令和元年度出産及び産後の育児
　対象者1名中　1名３日取得

項目 実施内容、今後の課題等

課内で対応

※達成状況の種類：達成・努力・未達成・変更

項目 実施内容、今後の課題等

令和元年度　7名取得　　取得率100％

対象者への個別説明を実施
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①

部署内の人員配置等によって、育児休業中の職
員の業務を遂行することが困難なときは、任期
付採用及び臨時的任用制度の活用による適切
な代替要員の確保を図る

努力

②

育児短時間勤務の申出があった場合、任期付
短時間勤務職員の任用を検討する一方、普段よ
り副務者の役割を徹底し、二人で同じ職務にあ
たる並立任用制度の活用を図る

努力

目標２

（4）の取組を通じて、女性管理職の割合を５％にし、以後５％以上を維持することを目指します

　　→達成　（女性管理職の割合　8.3％）

（４）子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取組

令和元年度
達成状況

①
先輩職員が女性職員の相談に乗り助言し、キャ
リア形成上の課題解決の援助及びサポートする
制度の導入を目指す

達成

②
管理職員に必要なマネジメント能力等の付与の
ための研修等を行うことで女性職員のキャリア
形成の支援に努める

努力

①
管理職員は女性職員の活躍推進や仕事と生活
の調和の推進に向けた意識啓発を行う

達成

②
職域拡大等による女性職員への多様な職務機
会の付与に努める

達成

③
育児などの女性職員の状況に配慮した人事運
用を行う

達成

④
女性職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推
進に関する管理職研修等の取組を行う

変更

①
女性活躍推進法による把握項目で特定事業主
行動計画に定めのないもの

‐

2019年4月1日現在
継続勤務年数（全体　16.3年）
　男性　17.9年
　女性　14.5年

項目 実施内容、今後の課題等

ア　女性職員を対象とした取組

適切なサポートが行われている

積極的な研修参加を促す

イ　管理職員を対象とした取組

意識啓発は概ねできている

2019年4月1日現在
新規採用２名
　事務職員　　2名（うち女性　1名）

一般事務職員（保育士を除く）における
管理職等
　課長職　　　　　12名（うち女性　1名）
　課長補佐職　　  3名（男性のみ）
　係長職          18名（うち女性　10名）

実施済

計画の廃止

ウ　その他

職員一人一人の業務が多く副務者の役割
は困難となっているが、臨時職員の任用等
を実施している

エ　育児休業等に伴う任期付採用及び臨時的任用制度の活用

臨時職員の任用を実施
募集をしても採用に結びつかず不足してい
る
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目標３

→未達成である（6.5日）

（５）時間外勤務の縮減

令和元年度
達成状況

①
小学校就学の始期に達するまでの子どものいる
職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限をする
制度について周知徹底を図る

達成

①
定時退庁日（毎週水曜日）には、管理職員が率
先して定時退庁するとともに、他の職員が退庁し
やすい環境づくりに努める

努力

②
定時退庁ができない職員が多い部署を人事担
当課が把握し、管理職員への指導の徹底を図る

努力

①

新たに行事等を計画する場合は、目的・効果・必
要性等について十分検討のうえ実施し、併せ
て、既存の行事等との関係を整理し、代替的に
廃止できるものは廃止する

努力

②
定例・恒常的業務に係る事務処理マニュアル化
を図る

努力

①
管理職員は、課の職員の勤務状況を的確に把
握し、勤務時間管理の徹底（人事院指針 年間
360時間を超えないように努める。）を図る

努力

②

人事担当課は時間外勤務の状況を定期的に把
握し、時間外勤務の多い職場の健康管理を行う
とともに、管理職員からヒアリング等を実施し、縮
減のための意識啓発を行う

努力

管理職員が所属職員の適正な業務量の把
握を行い、人事と連携していく
参考：令和元年度年間時間外勤務時間
　　　　一人あたり平均：149.3時間
１位　561時間（総務課）
２位　379時間（建設課）
３位　376時間（建設課）

月45時間を超える時間外勤務者への健康
管理指導および管理職ヒアリングは未実施
（月45時間超　延べ27人）

エ　時間外勤務縮減のための意識啓発等

(５)～(７）の取組を通じて職員一人当たりの年次有給休暇の取得日数年間10日を目指す

項目 実施内容、今後の課題等

ア　制度の周知の徹底

選挙事務の時間外勤務についても一定の
配慮を実施している

イ　一斉定時退庁日等の実施

一斉放送の定着化により認知度は高くなっ
ているが、一部部署で定時退庁が定着して
いない

一定部署に時間外が多い傾向は解消され
ていない
業務改善や人員配置数の見直しなどの検
討が必要

ウ　事務の簡素合理化の推進

総合戦略等の行政評価の実施や人事評価
目標設定により、ＰＤＣＡサイクルや組織目
標への意識づけが少しずつされてきている

各業務、個人でばらつきがあるため、作成
努力をする
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（６）休暇取得の促進

令和元年度
達成状況

①
管理職員は定期的に部署内職員の年次休暇の
取得状況を把握し、また取得しやすい環境づくり
に努める

努力

①
子どもの予防接種・健診の実施時期や授業参観
日における年次休暇の取得促進を図る

達成

②
国民の祝日や夏期休暇とあわせた年次休暇の
取得促進を図る

努力

①
子どもの看護休暇の特別休暇を周知するととも
に、その取得を希望する職員に対して、１００％
取得できる雰囲気の醸成を図る

努力

（７）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組

令和元年度
達成状況

①
セクシャルハラスメント防止のための意識啓発を
図る

達成
事案等の報告も受けておらず、概ね意識啓
発はされている

項目 実施内容、今後の課題等

項目 実施内容、今後の課題等

ア　年次休暇の取得の促進

一般職員
R元　6.5日

計画的な取得を促す

イ　連続休暇等の取得の促進

実施済

取得者は増加傾向にある
業務との均衡をみて実施を推進する

ウ　子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進

有給を使用している場合も多く、職員個人
の判断になるが、継続的に周知を行う
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２．その他の次世代育成支援対策に関するもの

（1）子育てバリアフリー

令和元年度
達成状況

①
子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、
親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの
取組を推進する

達成

（２）子ども・子育てに関する地域活動貢献

令和元年度
達成状況

①
子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を
提供する

達成

②
子どもが参加する学習会等の行事に、職員の積
極的な参加を支援する

達成

①
交通事故予防について、綱紀粛正通知による呼
びかけを実施する

達成

①

子どもを安全な環境で安心して育てることができ
るよう、地域住民等の自主的な防犯活動や少年
非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積
極的な参加を支援する

達成

（3）子どもとふれあう機会の充実

令和元年度
達成状況

①
小中学校等による職場見学学習や見学を個別
に希望する子ども等には、積極的に対応する

達成

②
レクリエーション活動の実施にあたっては、当該
職員のみだけではなく、子どもを含めた家族全
員が参加できるように配慮する

達成

教育委員会で実施
棚橋交差点へ防犯カメラを設置している

項目 実施内容、今後の課題等

小学生による職場見学を毎年実施

実施（振興会スポーツ行事等）

ウ　安全で安心して子どもを育てられる環境の整備

項目 実施内容、今後の課題等

1階の子育てスペースには、絵本や塗り絵
を置き、そのすぐ横に相談ブースを設置す
ることで見守りながら相談してもらうことが
可能

項目 実施内容、今後の課題等

ア　子ども・子育てに関する活動の支援

親子料理教室等実施済

実施

イ　子どもを交通事故から守る活動の実施や支援

街頭指導、交通安全キャンペーン等の実施
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